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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和４年３月３１日（令和４年（行情）諮問第２４７号） 

答申日：令和４年７月２１日（令和４年度（行情）答申第１５１号） 

事件名：行政文書ファイル「令和３年度勤務マニュアル」に含まれる文書の一

部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「勤務マニュアルについて（通知）（幕通運１第８号。令和３年４月２

日）（かがみのみ。）」（以下「本件対象文書」という。）につき，その

一部を不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和３年１２月２２日付け防官文第２

１５６３号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が

行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを

求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

令和３年１２月２２日付防官文第２１５６３号第２項記載の不開示部分

は，法５条６号に規定される不開示情報にあたらないと考える。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

 本件開示請求は，「Ｗｅｂサイト「ｅ－ＧＯＶ」で公開されている行政

文書ファイル管理簿に登載されている文書の内，「令和３年度勤務マニュ

アル」と題する文書．（府省名が防衛省，作成・取得年度等が２０２１年

度，大分類が勤務要領，中分類が勤務態勢に関する文書，作成・取得者が

防衛省統合幕僚監部 運用部 運用第 1 課長，起算日が２０２２年４月１

日，保存期間が３年，保存期間満了日が２０３５年３月３１日，媒体の種

別が電子，保存場所が一元的な文書管理システム，管理者が防衛省 統合

幕僚監部 運用部 運用第１課長，保存期間満了時の措置が廃棄であるも

の）」の開示を求めるものである。 

本件開示請求に対しては，法１１条に規定する開示決定等の期限の特例

を適用し，まず，本件開示請求に係る行政文書のうち相当の部分として，
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令和３年１２月２２日付け防官文第２１５６３号により，本件対象文書に

ついて，法５条６号柱書きに該当する部分を不開示とする一部開示決定

（原処分）を行った。 

本件審査請求は，原処分に対して提起されたものである。 

 ２ 法５条の該当性について 

   原処分において不開示とした部分及び不開示とした理由は，本件対象文

書中，１枚目の内線番号については，これを公にすることにより，いたず

らや偽計等に使用され，国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との

連絡に支障を及ぼすなど，国の機関の事務の適切な遂行に支障を及ぼすお

それがあることから，法５条６号柱書きに該当するため不開示とした。 

３ 審査請求人の主張について 

  審査請求人は，「原処分の不開示部分は，法５条６号に規定される不開

示情報にあたらないと考える。」として，原処分の取消しを求めるが，上

記２のとおり，本件対象文書の一部については，法５条６号柱書きに該当

するため不開示としたものである。 

よって，審査請求人の主張には理由がなく，原処分を維持することが妥

当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 令和４年３月３１日  諮問の受理 

   ② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年４月２１日    審議 

   ④ 同年７月１４日    本件対象文書の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，上記第１に掲げる文書である。 

審査請求人は，不開示部分の開示を求めており，諮問庁は，本件対象文

書の一部が法５条６号柱書きに該当するとして不開示とした原処分を妥当

としていることから，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，不開示部

分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 不開示部分の不開示情報該当性について 

本件対象文書の不開示部分には，行政機関担当者の内線番号が記載され

ている。 

当該部分は，これを公にすることにより，いたずらや偽計等に使用され，

国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，

国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるの

で，法５条６号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

３ 本件一部開示決定の妥当性について 
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以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条６号柱書きに

該当するとして不開示とした決定については，不開示とされた部分は，同

号柱書きに該当すると認められるので，妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 小林昭彦，委員 塩入みほも，委員 常岡孝好 


